
議案第２４号 

幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正する規則 

上記の議案を提出する。 

令和４年６月２３日 

         提出者 板橋区教育委員会教育長 中川 修一 

 

幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の一部を改正

する規則 

 幼稚園教育職員の特殊手当に関する規則（平成１２年東京都板橋区教

育委員会規則第１６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第２支給額の欄中「３，２００円」を「８，０００円」に、「６，

４００円」を「１６，０００円」に、「３，０００円」を「７，５００

円」に改める。 

   付 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規 

則（以下「改正後の規則」という。）別表第２の規定は、令和４年４ 

月１日以後の勤務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前の 

勤務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。 

（教員特殊業務手当の内払い） 

３ 改正後の規則別表第２の規定を適用する場合において、この規則に

よる改正前の幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基

づいて支給された教員特殊業務手当は、改正後の規則の規定による教

員特殊業務手当の内払とみなす。 

 

（提案理由） 

 幼稚園教育職員の給与に関する条例の改正に伴い、特殊勤務手当の額を

改める必要がある。 



 

幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則 新旧対照表 

 

 新 旧 

○幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則 ○幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則 

平成12年３月27日東京都板橋区教育委員会規則第16号 平成12年３月27日東京都板橋区教育委員会規則第16号 

第１条～第４条 略 

別表第１ 略 

別表第２（第２条関係） 

支給範囲 支給額 

 職員が、幼稚園の管理下におい

て行う非常災害時等の緊急業務

で次に掲げる業務に従事したと

き。 

１ 非常災害時における幼児の

保護又は緊急の防災若しくは復

旧の業務に従事したとき。 

２ 特に被害が甚大な災害発生

時における幼児を含む避難住民

の救援業務に従事したとき。 

３ 幼児の負傷、疾病等に伴う緊

急の業務に従事したとき。 

４ 幼児に対する緊急の補導業

務に従事したとき。 

 

 

 

 

日額        ８，０００円 

 

 

日額       １６，０００円 

 

 

日額        ７，５００円 

 

日額        ７，５００円 

 

付 則 

（施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ この規則による改正後の幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則

（以下「改正後の規則」という。）別表第２の規定は、令和４年４月１日以

後の勤務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前の勤務に係る教

第１条～第４条 略 

別表第１ 略 

別表第２（第２条関係） 

支給範囲 支給額 

 職員が、幼稚園の管理下におい

て行う非常災害時等の緊急業務

で次に掲げる業務に従事したと

き。 

１ 非常災害時における幼児の

保護又は緊急の防災若しくは復

旧の業務に従事したとき。 

２ 特に被害が甚大な災害発生

時における幼児を含む避難住民

の救援業務に従事したとき。 

３ 幼児の負傷、疾病等に伴う緊

急の業務に従事したとき。 

４ 幼児に対する緊急の補導業

務に従事したとき。 

 

 

 

 

日額        ３，２００円 

 

 

日額        ６，４００円 

 

 

日額        ３，０００円 

 

日額        ３，０００円 

 



 

員特殊業務手当については、なお従前の例による。 

 （教員特殊業務手当の内払い） 

３ 改正後の規則別表第２の規定を適用する場合においては、この規則によ

る改正前の幼稚園教育職員の特殊勤務手当に関する規則の規定に基づいて

支給された教員特殊業務手当は、改正後の規則の規定による教員特殊業務

手当の内払とみなす。 
 


